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提　出　予　定　案　件

　１　一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 予 算

　（１）歳　入　歳　出　予　算

　　　ア　総　括　表

　　　　一  般  会  計
　 （単位：千円）

国 支 出 金 財 産 収 入 寄 附 金 繰 入 金 諸 収 入 県 債

商 工 政 策 課 61,124,244 61,124,244 621,350 59,041,658 200,795 1,260,441

企 業 支 援 課 3,859,461 3,859,461 413 199,819 70 4,500 1,636,602 1,226,339 23,000 768,718

1,929,041 1,929,041 67,852 48,550 550 1,031,000 59,133 721,956

労 働 雇 用 戦 略 課 3,350,505 3,350,505 243,992 1 2,829,079 277,433

産業人材育成センター 1,049,822 1,049,822 14,763 503,725 2,983 1,102 16,000 511,249

( 30,000 )
観 光 政 策 課 2,037,855 30,000 2,067,855 10,030 1,055,675 2,000 8,292 4,000 987,858

に ぎ わ い づ く り 課 1,426,859 1,426,859 210,461 74,100 22,814 10,000 4,323 188,000 917,161

( 30,000 )
合　　　計 74,777,787 30,000 74,807,787 303,519 2,747,211 26,418 4,500 64,550,339 1,499,984 231,000 5,444,816

（注）（  　）数字は、補正額の財源の再掲である。

新 未 来 産 業 課
工 業 技 術 セ ン タ ー

財　　　　　　　　源　　　　　　　　内　　　　　　　　訳

区    分 補正前の額 補　正　額 計
特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源

使 用 料
手 数 料

一 般 財 源
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　イ　課 別 主 要 事 項 説 明

　　　観 光 政 策 課

　　　（ア）一 般 会 計
（単位：千円）

目    名 補正前の額 補  正  額 計

①　観光とくしま促進費 ( 30,000 )
　　事業に要する経費の補正
　ア　  国際線就航に向けたインバウンド対応事業 30,000

観 光 政 策 課

合 計

観 光 費 1,766,208 30,000 1,796,208

2,037,855 30,000 2,067,855

物 産 あ っ 旋 所 費 66,924 0 66,924

物 産 貿 易 振 興 費 604 0 604

摘                           要

計 画 調 査 費 165,850 0 165,850

商 業 総 務 費 38,269 0 38,269

新
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２ そ の 他 の 議 案 等

（１）専決処分の承認について

ア 貸金返還請求に関する訴えの提起に係る専決処分の承認について

専決処分内容

訴 え の 相 手 方
専決処分年月日課 名 請 求 の 趣 旨

氏 名住 所

(1) 金941,333,285円及び内金179,241,148円に対する

令和4年12月13日から支払済みまで年10.75％の割合による

企業支援課 令和5年11月10日阿南市宝田町井関307番 阿南アスフアルト協同組合 金員を支払え。

の1 (2) 訴訟費用は相手方の負担とする。

との判決及び第1項につき仮執行の宣言を求める。
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